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3.2 新たな津波防御対策の検討 

第１章 西大阪地区の津波対策の現状と課題 

 

1.1 これまでの西大阪地区の津波対策 

1.1.1 西大阪地区の概要 

西大阪地区とは、大阪市を中心

とする大阪湾沿岸部の地域のこと

であり、多数の河川が流れる低地

帯には、多くの人口と資産が集中

する特徴を有している。 

また、過去から洪水や高潮によ

る被害を受けてきた地域でもあり、

記録などを遡ると、繰り返し津波

被害も受けてきたことがわかる。 

そのため、多くの治水事業を実

施してきており、特に高潮対策に

ついては、昭和 25 年のジェーン

台風を契機に本格的着手し、昭和

40年には「伊勢湾台風級の超大型

台風による高潮に対処できる恒

久的防潮施設を整備する。」ことを目標に高潮対策計画を策定している。 

この中で、神崎川筋については、流域が大きくて洪水流量が多く、比較

的橋梁が少ないことから「防潮堤方式」を採用し、大阪市内の旧淀川筋に

ついては、数多くの橋梁があり、計画堤防高までの堤防嵩上げが困難であ

ることから川の中・下流部に防潮水門を設け高潮の遡上を防ぐとともに内

水を強制的に排水機場から排水する「防潮水門方式」を採用している。 

 

 

 

 昭和 9年 昭和 25年 昭和 36年 

室戸台風 ジェーン台風 第二室戸台風 

気圧（mb） 954.5 970.3 937.3 

潮位（OP＋,ｍ） （4.20） (3.85) 4.12 

浸水面積（ha） 4,921 5,625 3,100 

浸水家屋（戸） （府域）166,720 （府域）80,464 126,980 

死傷者数（人） （府域）17,898 （府域）21,465 2,165 

（ ）は推定値 

 

表-1.1 西大阪地区の主な高潮被害 

図-1.1 西大阪地域図 
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図-1.3 防潮堤方式概念図（神崎川筋の高潮対策計画） 

 

 

図-1.4 防潮水門方式概念図（旧淀川筋の高潮対策計画） 

図-1.2 東海・東南海・南海地震発生の歴史 

「東南海・南海地震 揺れと津波に備えて」（大阪府危機管理室）より 

OP+6.6m 

OP+4.3m 

OP+7.4m 

OP+2.2m 

OP+5.2m 

 

【計画堤防高さの考え方】 

河口部 O.P.+8.1m※1～三国橋 O.P.+6.0m※2 

 ※1計画高潮位（O.P.+5.2m）に波高 2.9mを考慮 

 ※2計画高潮位（O.P.+5.2m）に波高 0.8mを考慮 

 

【計画水門高さの考え方】 

水門高（OP+7.4m） 

  ＝高潮計画高潮位（OP+5.2m） 

  ＋変動量（1.4m）＋余裕高（0.8m） 



3 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1.1.2 東南海・南海地震津波対策 

西大阪地区では、高潮被害への対策を進めるとともに、併せて津波被害

への対策も進めてきた。平成 15 年から 16 年にかけては「東南海・南海地

震による津波被害対策検討委員会」を設置し、地震発生時における津波災

害の規模や想定される被害事項に関する各種検討を実施するとともに、津

波浸水シミュレーションによる津波浸水予測図を作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1.5 西大阪地区の防潮施設 

防潮堤 

東南海・南海地震による津波被害対策検討委員会 

【設置目的】 

大阪府・大阪市・和歌山県の合同で、東南海・南海地震に係る国の被害想定を踏まえ

た津波による基礎調査を行うことにより、東南海・南海地震防災対策の推進を図るために

設置。 

【内  容】 

① 津波浸水シミュレーションの実施方針、条件設定 （津波浸水予測図作成等） 

② 大阪湾及び和歌山県沿岸津波被害予想シナリオ 

③ 大阪湾及び和歌山県沿岸市町村津波ハザードマップ策定支援指針 

【構成委員】 

学識経験者、行政関係者及びライフライン事業者等 

防潮扉 防潮水門 
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西大阪地区の津波対策としての防潮施設の操作については、「大阪府自然

災害総合防災対策検討 報告書（平成 19 年 3 月）」に示された東南海・南

海地震による想定津波高さに基づいて実施している。ここで、大阪府が西

大阪地域で所管する防潮水門については、水門上流域の防潮堤高の低い２

基を閉鎖し、三大水門を含む残り６基の防潮水門については、水門上流域

の防潮堤高さが、河川を遡上する津波高さより高いことから、水門を閉鎖

せずに津波に対応することとしてきた。 

 

また、それまでの検討結果に基づき、地震防災に関する具体的施設を選

定し、災害に強いまちづくりを総合的・計画的に推進することを目的に「大

阪府都市整備部地震防災アクションプログラム（平成 21年 3月）」を策定

し、地震津波対策として、護岸・防潮水門の耐震化や防潮施設の監視・遠

隔化を進めているところである。 

図-1.6 西大阪地区の津波浸水予測図 

（東南海・南海地震による津波被害対策検討委員会） 

※この浸水予想図は詳

細な地域特性を考慮し

ていないため必ずしも

絶対的なものではあり

ません。 
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【大阪府都市整備部地震防災アクションプログラムの事業メニュー】 

 

図-1.7 防潮施設の耐震化 

【耐震補強】 

木津川・防潮堤耐震護岸 

神崎川・旧猪名川水門 耐震補強（床版） 
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【施設の機能高度化】 

防潮扉電動化 

水門遠隔操作 

西大阪治水事務所 防潮水門 
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表-1.2 津波時の防潮施設の操作（平成 23年 9月まで） 

施設管理者等 全防潮施設数 
津波注意報 

（津波高１ｍ未満） 

津波警報 

（津波高 1ｍ以上） 

国土交通省 

近畿地方整備局 

水門 ２ ２ ２ 

防潮扉等 ６ ０ ０ 

計 ８ ２ ２ 

大阪府 河川室 

水門 ８ ２ ２ 

防潮扉等 ６６ ５ ４９ 

計 ７４ ７ ５１ 

大阪市 建設局 

水門 ４ ４ ４ 

防潮扉等 ４ ４ ４ 

計 ８ ８ ８ 

大阪市 港湾局 

水門 ８ ８ ８ 

防潮扉等 ３５７ １７ ３５７ 

計 ３６５ ２５ ３６５ 

西大阪地区 計 

水門 ２２ １６ １６ 

防潮扉等 ４３３ ２６ ４１０ 

合計 ４５５ ４２ ４２６ 

 

【施設の集中監視】 
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1.2 西大阪地区の津波対策の課題 

1.2.1 防潮施設の迅速な操作 

西大阪地区の河川に設置されている防潮水門は、全て高潮対策用に建設

されたものである。台風による高潮は、その発生が事前に予測できること

から、高潮来襲時までに十分な操作時間がある中で、水門を確実に閉鎖す

ることとされている。特に、安治川、尻無川及び木津川の３基の大型水門

（以下「三大水門」という。）は、アーチ型の特殊な構造であることから、

操作開始から閉鎖完了までに通常、約１時間を要する施設である。 

一方、南海トラフで発生する地震津波は、地震発生後約 120 分で大阪市

域に到達することから、地震発生から水門の閉鎖に至るまでの時間短縮が

重要となる。 

 

1.2.2 津波外力への防潮水門の耐力 

津波の持つエネルギーは極めて大きく、防潮施設の設計時に用いられる

高潮の潮位による荷重とは異なる。西大阪地区で大阪府が所管する８水門

はいずれも防潮施設であり、当初設計時において津波波圧が考慮されてい

ないことから、それを考慮した水門耐力の照査を行わなければならない。 

防潮水門を津波時に閉鎖した場合、施設の損傷または流失のおそれもあ

り、補強方策等の検討が必要である。 

防潮水門で津波波力を受けて施設が損傷した場合、扉体等が変形して操

作不能となることが考えられる。河道内に扉体が残存した場合、降雨出水

時には流水の阻害となり洪水リスクの高まることが懸念される。また、洪

水リスクを回避するため水門を強制的に撤去した場合にも、台風による高

潮発生時には、上流への高潮の侵入による潮位上昇により、高潮リスクの

高まることが懸念される。 

 

1.2.3 防潮水門閉鎖に伴う津波挙動 

これまでの津波対策では、水門上流域の防潮堤高さが、河川を遡上する

想定津波高さより高いことから、水門を閉鎖せずに津波に対応することと

していた。しかし、東北地方太平洋沖地震で発生したような大津波が西大

阪地区を襲った場合には、水門の開閉に関わらず津波が防潮堤を超えてい

くことも想定され、水門の閉鎖が被害の拡大を助長しないように配慮する

必要がある。 

また、地震後の防潮堤は必ずしも健全であるとは言い難く、水門の閉鎖

に伴い津波が反射し、どのような挙動を示すのかなど、シミュレーション

において、水門の開閉条件を変更しつつ、把握していく必要がある。 
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第２章 今後の西大阪地区における津波対策の進め方 

 

2.1 基本的な考え方 

2.1.1 津波対策における基本理念（案）～東日本大震災の教訓を踏まえて～ 

大阪府では、平成 22年 6月に策定した「今後の治水対策の進め方」に基

づき、「人命を守ることを最優先」に地域住民とリスク共有するとともに、

「逃げる」、「凌ぐ」、「防ぐ」施策を効率的・効果的に組み合わせた対策に

取り組むこととしており、その理念は、津波対策においても通じるもので

ある。 

これまでの審議により、西大阪地区において想定される南海トラフ巨大

地震に伴う津波を、既存の防潮施設だけで完全に防御することは、困難で

あることが分かった。また、東日本大震災の教訓から、この想定を更に超

える津波の発生も考えておく必要があり、このような規模の津波を防潮堤

や防潮水門といった水際のみの対策で防御することができないのは明らか

である。今後の自然災害への対策については、完全に「防ぐ」ことを考え

るのではなく、現存する施設を活用して被害の軽減や住民の避難のための

時間の確保に努めて「凌ぐ」ことも大切である。このことより、災害時の

被害を最小化する「減災」の考え方が重要であり、たとえ被災しても「人

命を守ることを最優先」し、都市インフラが壊滅的な被害を受けないよう

な観点もあわせて災害に備えなければならない。また、そのためには、「逃

げる」ことを基本とするソフト面の対策が、最も重要であり、防潮堤等に

加え、避難地や避難路、避難ビル等を整備することや、災害リスクを考慮

した土地利用や建築規制を一体的に行うこと、更には、地域の防災力の向

上なども進めていかなければならない。津波対策については、あらゆるソ

フト・ハードの施策を総動員することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

なお、大阪府から、大阪府河川構造物等審議会に対して、津波対策の技

術的検討について諮問していることから、今後も、「凌ぐ」施策として展開

する減災のための津波対策と「防ぐ」施策として展開する「新たな津波防

御対策」についての取組みを、二本の柱として検討を進めることとする。 

   また、津波対策における「逃げる」施策の展開については、現在、大阪府

危機管理室により大阪府防災会議に「南海トラフ巨大地震災害対策検討部会」

が大阪府地域防災計画への反映を目的に設置され、府下市町ごとの地震津波

による被害想定や今後の災害対策の方向性が検討されており、その結果を踏

まえ最終とりまとめをしたい。 

人命を守ることを最優先 

～大阪府内での津波による犠牲者をゼロに～ 
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2.1.2 津波対策を効果的に支援するソフト施策 

津波災害のおそれがある地域の住民については、日頃から自分たちが住

む地域のことを市区町が配布するハザードマップ等で確認しておくことが

重要である。津波発生時には、東北地方で伝えられる「津波てんでんこ」

の考え方から“自らの命は自らで守る”とし、迅速かつ適切に“より高い

避難場所へ逃げる”ことを心掛けておかなければならない。そして、平時

から住民に避難の意識を持ってもらうため、適宜、訓練等を実施すること

が必要である。 

地震・津波対策を遅れさせることはできない。できることから取り組ん

でいくことが肝心であり、ハード・ソフトを組み合わせて効果的に対策を

実施していく。そのためには、府民一人一人が防災に対する意識を高め、

自助により被害の最小化を図るソフト対策の推進が極めて重要である。 

大阪府では、これらのソフト施策を推進するため、大阪市西区に「津波・

高潮ステーション」を整備している。この施設は、府民の防災意識の向上

を図り、津波や高潮についての正しい知識と災害発生時の対応などが学べ

る体験型学習施設として、東日本大震災前の平成 21年 9月に開館した。 

施設の概要としては、津波の疑似体験ができる「津波災害体感シアター」

や高潮の被害を視覚的に説明する模型などを展示しており、小学校中高学

年の子供たちにも理解していただけるよう工夫した展示内容としている。

また、展示の他にも、随時、防災の専門家を招いた講演会や、大阪管区気

象台と共同で実施する地震・津波に関する講座など、数多くの防災関連イ

ベントを開催しており、様々な方々への施設の利用促進を図っている。東

日本大震災以降、施設の来館者数は、全国的な地震・津波への関心の高ま

りから府外より訪れる方も多く、急激な増加傾向となっている。 

そして、東日本大震災からは地震・津波に関して多くの新たな知見が得

られている。その一つは、従来の想定を上回る規模の津波の発生であり、

今後、府で実施する詳細な検証に基づき、新たに想定される浸水区域など、

既存展示の情報を適切に更新していく。また、「釜石の奇跡」から得られた

教訓として、逃げることの大切さを再認識し、あらゆる年齢層の方々に、

平時からこのことをしっかり学んでいただくことが重要と考え、施設の防

災教育の機能について、さらに強化を図っていく。 

現在、ＮＨＫ大阪放送局と連携し、「シンサイミライ学校」という番組の

中で、防災教育を普及する新たな企画も進めている。今後は、このような

取り組みを活用して、より多くの方々に自ら“津波から逃げる”ことを学

べる施設として利用していただけるよう、効果的なイベントの開催や積極

的なＰＲに努めていく。 
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2.1.3 南海トラフ巨大地震津波対策 

(1) 西大阪地区での対策津波の設定 

平成 24 年 8 月 29 日に、内閣府中央防災会議より「南海トラフの巨大

地震モデル検討会（第二次報告）津波断層モデル編 －津波断層モデル

と津波高・浸水域等について－」が公表された。この報告では、南海ト

ラフ沖で発生する巨大地震として、大すべり域、超大すべり域が１箇所

のパターンで駿河湾から九州沖までの間で設定位置を変えた 5ケースと、

分岐断層も考慮した 2 ケース、及び大すべり域、超大すべり域を 2 箇所

とした 4ケースの合計 11ケースの津波断層モデルが想定されている。 

 また、東日本大震災を受け、国では津波について、数十年～百数十年

の頻度で発生し、施設等の整備によって防ぐ津波と、住民避難を柱とし

た総合防災対策を構築する上で設定する津波の二つのレベルの津波を想

定することとした。（「河川への遡上津波対策に関する緊急提言（河川津

波対策検討会 平成 23年 8月）」） 
 本検討においても、過去の大阪府に来襲した津波データ等をもとに施

設計画上の津波（以下、「Ｌ１津波」という。）と、内閣府が想定した津

波断層モデルを用いて最大クラス“相当”の津波（以下、「Ｌ２相当津波」

という。）を設定することとした。 
① 施設計画上の津波の設定 

「第 1回南海トラフ巨大地震災害対策検討部会（平成 24年 11月 21

日）大阪府危機管理室」において、過去に大阪府に来襲した津波デー

タ等の整理を行い、数十年から百数十年の頻度で発生している津波の

中で最も大きな「想定昭和南海地震（M8.4）」の津波高さが選定され、

大阪市域のＬ１津波として設定された。 

 

 

 

 
 

1596慶長豊後地震(痕跡)

1707宝永地震(痕跡)

1854安政東海地震(痕跡)

1944昭和東南海地震(痕跡)

想定昭和南海地震(解析)

1960チリ地震(痕跡)

1854安政南海地震(痕跡)

1946昭和南海地震(痕跡)

中防東南海・南海(解析)
想定安政南海(解析)
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施設計画上の津波：想定昭和南海地震（解析） 

数十年～百数十年の頻度

で発生している津波 

図-2.1 過去に大阪府に来襲した津波データ等の整理 

（南海トラフ巨大地震災害対策検討部会結果より） 

1600         1700           1800            1900            2000 

T.P.：東京湾平均海面 

O.P.(大阪湾最低潮位)より 1.3m減じたもの 
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図-2.2 西大阪地区の津波による最高水位分布（Ｌ１津波・水門開条件） 

（東南海・南海地震津波対策検討委員会報告結果より） 
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② 最大クラス相当の津波の設定 

平成 24年 11月 21日に開催せれた大阪府防災会議「第 1回南海トラ

フ巨大地震災害対策検討部会（大阪府危機管理室）」では、西大阪地区

に大きな影響を与える“最大クラスの津波”として、内閣府中央防災

会議が公表した津波断層モデルの中で、「ケース③」、「ケース④」、「ケ

ース⑤」及び「ケース⑩」が選定された。 

上記４ケースの津波断層モデルに対して、本審議会で津波シミュレ

ーションを実施した結果、各水門地点での津波時水位は、「ケース⑩」

が全て最高水位を示し、その他の地点においても、「ケース⑩」が高い

値を示す傾向であることが確認された。このことから、本検討では、「ケ

ース⑩」をＬ２相当津波として設定することとした。 

     

 

 

図-2.2 西大阪地区の津波による最大水位分布（Ｌ２相当津波・水門開条件） 
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(2) 防潮施設の機能高度化の考え方 

① 水門の遠隔操作化 

三大水門の津波時操作にあたっては、「現場」と「遠隔」の操作の二

重化を図り、水門閉鎖の確実性を向上させる。 

先ず、現場操作の簡素化と迅速化を目的として、全連動化を実施す

る。煩雑な手順が必要であった水門操作について、操作を簡素化する

ことにより操作性を向上し、また、水門動作フローを改良することに

より所要時間を短縮し、従来、閉鎖までに約 1 時間を要していた操作

を約 40分にする。（平成 24年 9月完了） 

次に、水門操作者が現地に到着できないなどの不測の事態を想定し、

水門から離れた西大阪治水事務所においてカメラで遠隔監視を行い、

水門操作ができるよう既設の光ファイバーを利用して遠隔操作化を図

る。（平成 25年 3月完了） 

今後、さらに光ファイバーの断線等も考慮し、遠隔操作の信頼性を

向上させるため、衛星通信を用いた伝送路の二重化を行っていく。 

 

② 防潮扉の電動化等 

西大阪地区には、大阪府、大阪市及び国土交通省が所管するもので

約 430 基の防潮扉が設置されている。大阪府では、従来の東南海・南

海地震の津波想定で閉鎖が必要とされていた防潮扉については、操作

時間の短縮や省力化を目的として、通常、人力であるものに対し電動

化を導入している。今回、Ｌ２相当津波の設定に伴い、新たに閉鎖が

必要となる防潮扉についても対象とし、平成 25年度末に電動化が完成

する予定である。 

また、大阪市においても、敷居高の低い防潮扉で順次電動化が実施

されており、平成 25年度末までに電動化対象の 172基の全ての防潮扉

の電動化が完成する予定である。 
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図-2.6 遠隔化概要図 
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2.2 減災のための津波対策（「凌ぐ」施策の展開） 

東日本大震災では、従来の想定を大きく上回る大津波が発生し、防潮堤

を越えて来襲した津波によって多くの犠牲者を出すこととなった。このこ

とについては、その後の国や研究機関等の調査より、被災した防潮施設が

津波の到達時間を遅らせていたなどの効果がわかり、大阪府においては、

住民の避難行動を支援するため、現在の想定を超えるような津波が発生し

た時には、３大水門を閉鎖することとした。 

 

2.2.1 防潮水門閉鎖による効果 

津波対策として、防潮水門を閉鎖の効果を確認するために、地震後に

おいても防潮堤が健全でかつ防潮扉は全て閉鎖しているという条件のも

と、西大阪地区にある主要な防潮水門８箇所を閉鎖した場合の津波浸水

シミュレーションを実施した。対象とした津波は、Ｌ１津波及びＬ２相

当津波である。閉鎖の対象は、三大水門と旧猪名川水門、出来島水門、

正蓮寺川水門、六軒家川水門及び三軒家水門の８水門とした。 

水門開放時と水門閉鎖時の津波浸水面積の比較結果より、水門を閉鎖

することで浸水面積が大きく減少することが確認された。 

一方、水門の閉鎖によって、河川を遡上する津波が水門で反射し、水

門下流域で水位の上昇することが分かった。 
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【津波浸水シミュレーションの条件】 

○地震に伴う地盤変動量 

・考慮する 

○河川、海岸堤防（鉄扉）等の破壊 

・揺れや液状化に伴う破壊は考慮しない 
○防潮扉の開閉 

・全て閉鎖 

図-2.7 施設計画上の津波によるシミュレーション結果（全水門開放） 

 

図-2.8 施設計画上の津波によるシミュレーション結果（全水門閉鎖） 

 

木津川水門、三軒家水門上流で浸水 

木津川水門、三軒家水門上流での浸水防御 

【津波浸水シミュレーションの条件】 

○地震に伴う地盤変動量 

・考慮する 

○河川、海岸堤防（鉄扉）等の破壊 

・揺れや液状化に伴う破壊は考慮しない 
○防潮扉の開閉 

・全て閉鎖 



19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図-2.9 最大クラス相当の津波によるシミュレーション結果（全水門開放） 

 

図-2.10 最大クラス相当の津波によるシミュレーション結果（全水門閉鎖） 

 

水門上流で浸水 

木津川水門：開放 

木津川水門：閉鎖 

水門が開放状態である場

合、木津川水門、三軒家水

門、尻無川水門の上流で浸

水被害が発生する。 

水門を閉鎖すると、水門上

流域の浸水被害が回避でき

るが、木津川水門下流で新

たに浸水被害が発生する。 

水門下流で浸水 

尻無川水門：閉鎖 

尻無川水門：開放 

本図は水門操作の効果を検討する目的で

作成したものです。別途公表予定の浸水想

定区域図とは、作成目的、シミュレーショ

ンの設定条件が異なるため、浸水想定結果

は異なります。 

本図は水門操作の効果を検討する目的で作成したもの

です。別途公表予定の浸水想定区域図とは、作成目的、

シミュレーションの設定条件が異なるため、浸水想定

結果は異なります。 

【津波浸水シミュレーションの条件】 

○地震に伴う地盤変動量 

・考慮する 

○河川、海岸堤防（鉄扉）等の破壊 

・揺れや液状化に伴う破壊は考慮しない 
○防潮扉の開閉 

・全て閉鎖 

【津波浸水シミュレーションの条件】 

○地震に伴う地盤変動量 

・考慮する 

○河川、海岸堤防（鉄扉）等の破壊 

・揺れや液状化に伴う破壊は考慮しない 
○防潮扉の開閉 

・全て閉鎖 
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2.2.2 防潮施設の操作の考え方 

(1)多重防御の考え方 

西大阪地区では、大阪市や国土交通省が所管するものを含めて 430 基

を超える防潮扉が設置されており、巨大地震の発生後は防潮堤に大きな

変位の生じるおそれがあり、津波時の閉鎖が困難となる可能性もある。 

また、防潮堤についても、西大阪地区の水門上流（旧淀川筋）の防潮堤

の耐震補強は要検討箇所 9.1km のうち 1.4km のみが対策済みであり、巨

大地震発生の際には地盤の液状化が発生し、堤防の沈下等が懸念される。 

また、防潮扉の設置数や防潮堤の耐震対策状況からは、地震後、必ず

しも健全に機能するとは限らず、津波防御については効果的に水門閉鎖

と組み合わせた多重防御の考え方が有効である。 

 

(2) 気象庁からの津波情報 

気象庁では、東北地方太平洋沖地震における津波警報について、地震

発生３分後の地震規模推定が過小評価であったことなどの反省から、津

波警報の改善に向けて検討が行われている。今回の改善で、マグニチュ
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図-2.11 最大クラス相当の津波によるシミュレーション結果（津波高） 

 

図-2.12 施設計画上の津波によるシミュレーション結果（津波高） 
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ード８を超える巨大地震の津波警報の発令については、地震後３分では、

津波高さは「巨大」または「高い」という定性的な表現となり、８程度

以下の地震では、津波警報等を数値情報によって提供されるようになる。 

 

 

 

 

 

 

(3) 津波情報を基にした操作の考え方 

気象庁からの津波情報は、地震発生後すぐには定性的な表現しか示さ

れないことから、防潮水門、防潮扉についても、シミュレーション結果

によらず、気象庁の津波情報をもとに安全サイドにたった操作を実施し

ていく。 

今回、この考えに基づき、気象庁において予想される津波高さが３ｍ

を超える時に「津波警報」の発表を受けて、西大阪地区の三大水門並び

に５中小水門について閉鎖することとする。 

 

 

 

 

 

図-2.15 津波警報・注意報の分類 
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2.2.3 防潮水門閉鎖に伴い新たに発生するリスクへの対応 

(1) 水門耐力の評価と補強方策の検討 

安治川、尻無川及び木津川の各防潮水門について、Ｌ１、Ｌ２相当津

波に対する津波波力の耐力評価を実施した。三大水門の概要を図-2.12に
示す。 
① 津波外力に関する検討 

津波外力の評価式は、水門の構造形式、立地、波圧の形態等の条件

より、「谷本・鶴谷・中野の式」を選定した。また、津波の検討ケース

は、押し波時、引き波時のそれぞれの場合について、朔望平均満潮位

時に津波が発生したという条件のもと、８ケースの検討を行ったとこ

ろ、津波の引き波が最大となる時間に水門の閉鎖が完了し、その後、

押し波の第１波を迎えるという水門閉鎖上下流で水位差が最大となる

ケースが水門の津波波力への耐力検討上、最も厳しい条件であること

を確認した。 

表-2.4 津波情報に基づく防潮施設の操作 

・津波注意報の発表：１ｍの津波高を想定し、上流河川の利用状況を考慮して施設を操作 

・津 波 警 報 の発表：想定昭和南海地震（M8.4）を想定し、多重防御の考えのもと安全側に施設を操作 

・大津波警報の発表：最大クラスの津波（M9.1）を想定し、全施設を操作 
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② 解析結果の判定 

水門の津波耐力として求められる性能については、以下のように設

定した。 
 

Ｌ１津波 
運転の可否 

※津波到達後も水門としての開閉能力を有し、高潮に対応 

Ｌ２相当津波 
破損の有無 

※津波による扉体、堰柱の流失を防ぐ 

 
 
 
 
 
 
 

水門天端高

内水位高OP+△△m

河床

静水位（HWL）OP+2.10m

最大津波水位

a1

波圧作用最高点

水門扉体下端

η
=
3
.0
×

a1

P1

沖側
(川下側)

内陸側
（川上側）

図-2.13 津波外力の評価式（模式図） 

a1：正水面から津波水位までの高さ（津波高） 

P1：2.2×w0×a1 

（w0は海水の単位重量：10.1kN/m3） 

海側と陸側で水位差がある場合は静水圧差を考慮する 
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③ 解析結果および補強方策の検討 

解析の結果、次の表の通り、Ｌ１津波、Ｌ２相当津波において、３

水門とも求められる性能を満足できない箇所があった。解析結果の判

定を表-2.1、2.2に示す。 
Ｌ１津波では、主水門、中央堰注において津波外力によりせん断力

が耐力を超過し、水門の開閉が困難となる可能性が高いという結果が

みられた。一方、副水門においては、損傷せず、開閉の可能性が高い

ことが分かった。 
Ｌ２相当津波では、主水門、副水門において流失しないことがわか

った。また、性能を満足しない中央堰柱についても、わずかなコンク

リート終局耐力の超過であり、設計では考慮しない鉄筋の降伏後の延

性やコンクリートの引張軟化特性等により、せん断による中央堰柱の

急激な破壊、流出等による２次被害が発生する可能性は低いと考えら

れる。 
 
 

図-2.14 三大水門の概要 

 

主水門 

副水門 

中央堰柱 
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右岸 
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津波波圧に対する耐力照査の結果に基づき、三大水門の補強に関す

る検討を行った。その結果を表-2.3に示す。 

Ｌ１津波では、主水門の扉体について、アーチ型という特殊構造の

ため、現時点で開閉可能となる有効な補強策を見出すことはできなか

った。中央堰柱については、所定の性能を満足させるよう補強するこ

とが可能であり、副水門は、３水門とも開閉できる可能性が高いこと

がわかった。 

Ｌ２相当津波では、水門流失という２次被害を発生させる可能性は

低いが、木津川水門については、特に中央堰柱の補強対策を実施する

ことにより、より安全性を高めることが望ましい。 

 

 

木津川 尻無川 安治川
× × ×
○ ○ ○
× × ×

×：性能を満足できない箇所

○：性能を満足している箇所

補強不可
補強の可否

補強可能

水門施設
主水門
副水門

中央堰柱（主・副共通）

津波
求められる性能

L１津波
水門が確実に開閉動作できる

木津川 尻無川 安治川
○ ○ ○
○ ○ ○
× × ×

×：性能を満足できない箇所

○：性能を満足している箇所

補強の可否

補強可能

水門施設
主水門
副水門

中央堰柱（主・副共通）

津波 Ｌ２相当津波
求められる性能 ２次被害を起こさない

※ ※ ※

※想定される破損状況（堰柱の一部が破損）から、２次被害を引き起こす可能性は低いと考えられる。

木津川 尻無川 安治川 木津川 尻無川 安治川
× × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○
×：補強不可  
○：補強可能

補強不要

求められる性能 水門が確実に開閉動作できる ２次被害を起こさない

補強不要 補強不要

津波 L１津波 Ｌ２相当津波

水門施設
主水門
副水門

中央堰柱（主・副共通）

表-2.1 解析結果の判定（Ｌ１津波） 

 

表-2.2 解析結果の判定（Ｌ２相当津波） 

 

表-2.3 補強方策の可否 
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(2) 水門損傷に伴う二次災害リスク 

三大水門の損傷によって増大する洪水リスク、高潮リスクへの対応に

ついては、発生リスクを予見し、以下に示す対策を事前に検討しておく

ことにより、洪水リスクを最小限に抑制することが必要である。ただし、

今後ともこれらリスクの軽減に必要な取組、ソフト対策を引き続き検討

していかなければならない。 

三大水門については、Ｌ１津波、Ｌ２相当津波によって、最悪の場合

すべての水門の主水門開閉が困難となる。 

まず、洪水リスクの増大を回避するには、１水門について主水門を撤

去することが重要である。撤去については、安治川水門の流量確保に最

も効果が高いと思われる。 

 

① 洪水リスク増大への対応 

・ 堤防の応急復旧 

被災して沈下した河川堤防については、日々の干満並びに流域の

治水レベルを低下させないよう浸水しない高さ（OP+3.5m程度）を土

嚢等により確保する。 

・ 防潮扉の閉鎖 

地震により操作が困難となった防潮扉についても、堤防と同様に

リスクの生じるおそれがある施設（敷居高 OP+3.5m以下）を抽出し、

クレーン等で強制的に常時閉鎖する。 

・ 副水門の開放操作と主水門の撤去 

副水門が健全である場合には、副水門を全て開放し、かつ流量確

保策として主水門を必要分撤去し、上流域の洪水リスクの軽減を図

る。また、主水門を撤去することにより、大型船舶の復旧航路も確

保される。 

② 高潮リスクの増大への対応 

・ 防潮水門の活用 

副水門を閉鎖操作し、損傷して存置した主水門を活用して最前線

の防御ラインを確保する。 

・ 防潮堤の仮復旧 

応急復旧の防潮堤（OP+3.5m）について、水門上流計画堤防高

OP+4.3mの高さまで仮復旧を実施する。 

・ 防潮扉の閉鎖 

破損した防潮扉の内、敷居高 OP+4.3m 以下の扉体については、ク

レーン等で強制的に常時閉鎖する。 

・ 防潮水門の本復旧 

洪水リスク対策として撤去した水門を優先して復旧し、その後、

存置した水門を撤去する。 
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③ 府民等への洪水・高潮リスク情報の開示 

・堤防等河川施設の損傷に関する情報 

・被災後の洪水・高潮防御レベルに関する情報 

・避難勧告等のタイミングに関する情報 

・洪水予報や高潮警報、注意報等の基準見直しに関する情報 

 

(3) 反射波によるリスク 

Ｌ２相当津波のシミュレーション結果では、木津川水門の下流域で水

門を閉鎖したことにより津波が反射し、河川水位が上昇して一部堤防高

さを上回ることが確認され、浸水被害の発生することが予想された。 

このことは、水門閉鎖という人為操作に伴い発生するものであり、事

前に予見されることなどから行政として対応が求められるものである。 

しかし、このシミュレーションは、河川における津波遡上の挙動を把

握する目的で行ったものであり、防潮堤が健全という限られた条件で実

施している。水門下流域での浸水発生要因としては、他に地震による防

潮堤の沈下や防潮扉の破損など幾つも考えられるものであり、水門下流

域での浸水については、これらの要因も考慮した上で対策を判断する必

要がある。今後、より詳細な条件でシミュレーションを実施し、対策に

ついて検討を行う。 

 

(4) 水門施設の補強対策の実施 

水門の津波耐力の検討結果より、Ｌ２相当津波に対して水門流失とい

う最悪の事態を回避するためには、堰柱を補強して安全度を向上させる

ことが有効であるとわかった。このことについては、ただちに実施する

べきである。 

また、東日本大震災の津波被害では、水門や排水機場の電気設備等が

浸水により機能不全に陥ったことの報告がある。これらの重要な河川管

理施設は、地震を受けた後も洪水や高潮から住民の生命と財産を守るた

め稼働できる状態にしておかなければならないものであるが、一度、浸

水して機能不全に陥ると復旧までに相当の期間を要することになる。被

災後に著しい治水安全度の低下を引き起こさないため、津波浸水のおそ

れのある施設の電気室については、早急に耐水化等の対策を講じておか

なければならない。 

くわえて、河川津波の遡上に伴い漂流物となり得るものは、河口やそ

の付近の港湾、漁港等に係留されている船舶が大半と考えられる。漂流

した船が施設損傷の原因になる可能性もあることから、平常時の船舶の

係留状況を把握しておく必要がある。また、不法係留船対策を着実に進

めていくことも重要である。 
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2.3 新たな津波防御対策（「防ぐ」施策の展開） 

2.3.1 防潮施設の耐震対策 

内閣府は、「南海トラフの巨大地震モデル検討会（第二次報告） 平成 24

年 8月 29日 内閣府中央防災会議」において、マグニチュード９クラスの

地震動断層モデルとして、強震動生成域の配置を変えた４ケースと経験的

手法による１ケースの合計５ケースのモデルを発表している。これは、過

去に発表した海溝型地震の地震動と比べて巨大であり、防潮施設は地震に

伴って広域な地盤沈降や液状化による沈下などを発し、施設の機能低下を

まねくおそれがある。このことによって津波発生時には、沈下した防潮堤

や閉鎖不能となった防潮扉などから河川水が溢水し、浸水区域を大きく拡

大することが懸念される。 

現在、大阪府では、内閣府の地震動データをもとに海溝型の最大級の地

震動（以下「Ｌ２－１地震動」という。）を設定し、各施設の耐震性能照査

を実施しているところである。今後、この結果に基づき、着実に防潮堤、

防潮水門及び排水機場等の津波時対応を想定した耐震対策を推進していく。 

 

2.3.2 新たな津波防御施設 

三大水門の補強方策について、様々な角度から種々の検討を行ったが、

アーチ型という特殊な構造に起因して、現時点で有効な方策は見つかって

いない。元来、機械設備は当初の設計外力を変更した場合の補強は困難な

ものであり、Ｌ１津波であっても、高潮用水門の損傷リスクが生じるのは

やむを得ない。このことより新たな津波防御システムの検討に着手するべ

きであり、津波水門の建設や現在の水門の下流域に津波減衰のための施設

を築造することなどが考えられるが、検討するに際しては求める性能を満

たすことは当然のことながら、その他にも経済性、施工性、維持管理性及

び現水門の劣化度等についても考慮し、総合的に行なわなければならない。 

一方、新たな津波防御システム全体の完成には、相当の年数を要するこ

とが予想され、南海トラフ巨大地震の発生は今後 30年間で極めて高い確率
となっている。水門の損傷によって生じる洪水・高潮リスクについては、

図-3.2 屋外に設置された電気設備の高所移設（中部電力ＨＰより） 
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水門が１箇所でも健全であれば大きく軽減の図れることがわかっており、

津波外力を考慮した新水門１箇所の整備を優先して検討することが効果的

である。 
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第３章 今後の審議会での検討事項 

 

3.1 減災のための津波対策の検討 

西大阪地区の津波対策にあたっては、減災の観点から防潮施設による対策

を検討してきたが、津波による浸水被害の軽減効果とともに、水門閉鎖に伴

う反射波の影響による水門下流の浸水リスクの増大や、水門操作の不能によ

る洪水リスク、水門撤去後の高潮リスクの発生など、二次災害への対応が必

要であることがわかった。これらの課題に対しては、引き続き検討を行って

いくものである。 

  

3.1.1 津波被災後の洪水、高潮リスクの検討 

３大水門の損傷によって発生する洪水リスクについては、津波によって

損傷した水門の撤去が完了するまでの間、比較的小さな降雨でもリスクの

増大が懸念される。 

洪水リスクの回避に向けては、現状の治水安全度の把握を行い、既存施

設の効果を検証した上で最大限の利用を図るとともに、地域住民の方々へ

は可能な限り情報提供を行うべきである。今後、シミュレーションを用い

て、水門の損傷による洪水の疎通能力を確認し、流水降雨強度と洪水リス

クの相関を把握したうえ、適切な対応を検討していく。 

高潮リスクについても、津波による３大水門の損傷が発生した場合、長

期間にわたりその影響を受けることになるため、応急復旧の方法などにつ

いて現時点から十分な検討を行っておく必要がある。 

 

3.1.2 水門閉鎖の迅速化 

地震によるＬ１津波の場合の引き波は、各水門位置において地震発生後

30 分程度で始まり、110 分程度で最低水位に達する。３大水門を引き波の

発生前に閉鎖することができれば、水門上下流の水位差は約１ｍ小さくな

り、水門にかかる水圧も低減されることから損傷の可能性も低くなる。 

津波時の水門への波力を減少させるためには、地震発生から水門閉鎖ま

での時間を短縮することが有効と考えられ、今後、３大水門閉鎖の迅速化

については、自動閉鎖化なども含めて検討を行っていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-3.1 木津川水門位置での津波推移（Ｌ１津波） 
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3.2 新たな津波防御対策の検討 

  Ｌ１津波に対しては、現時点での対応として、防潮施設を利用した暫定的

な津波対応を実施することとしたが、水門の損傷に伴う洪水リスク及び水門

撤去後の高潮リスクの発生が懸念さる状況である。 

  本来、Ｌ１津波は、洪水や高潮とともに河川施設に求められる計画的な防

御対象外力であり、水門で防御できる津波防御施設計画を策定することが必

要である。南海トラフで発生する巨大地震は、今後 30年間で高い確率で発生

すると言われており、早急にＬ１津波に対して津波外力を考慮した水門など、

津波防御施設の整備を検討していかなければならない。 

そのためには、以下の点について、今後、検討を行っていく必要がある。 

 

(1) 現時点の津波対応【凌ぐ】 

① 効果的に水門の破損を防止できる方法 

② 反射波によるリスクへの対応 

③ 二次災害リスクへの対応 

・洪水リスク検証シミュレーションの実施 

・高潮リスク検証シミュレーションの実施 

・気象情報、河川水位情報等の基準見直し 

・寝屋川流域の治水施設の効果的な活用 

・住民への情報提供の方法 

 

(2) 新たな津波防御施設【防ぐ】 

① Ｌ１津波に対応した水門または津波減衰施設の整備 

② 防潮施設の耐震対策 

③ 粘り強い防潮堤の検討など  

 

また、南海トラフの巨大地震に伴うＬ２津波については、その勢いは巨大で、

浸水域も広範囲となることが予想される。これは、物理的に防御できない津波

が存在することを示しており、そのため、「逃げる」ことを基本とする防災教

育の徹底やハザードマップの整備など、ソフト面の対策を重視しなければなら

ない。 

さらに、防潮堤等に加え、避難地、避難路及び避難ビル等を整備したり、災

害リスクを考慮した土地利用・建築規制を一体的に行なったりするなど、あら

ゆるソフト・ハードの施策を総動員することが必要である。なお、津波防災の

地域づくりにあたっては、これまで以上に、人と人の結びつきを大切にするコ

ミュニティの一体性を確保することについても十分に考慮する必要がある。 

 


